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明
治
七
年
民
選
議
院
論
争
の
展
開

―
新
聞
投
書
に
み
る
社
会
と
政
治
―

汲

田

美

砂

は
じ
め
に

明
治
七
年
一
月
一
七
日
、
副
島
種
臣
、
後
藤
象
二
郎
、
板
垣
退
助
等
七
名
が
「
民
撰
議

院
設
立
建
白
書
」（
以
下
「
建
白
書
」
）
を
政
府
左
院
に
提
出
、
有
司
専
制
を
批
判
し
、
早

期
国
会
樹
立
を
求
め
た
。
前
参
議
ら
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
民
撰
議
院
設
立
建
白
を

も
っ
て
国
会
開
設
や
憲
法
制
定
を
求
め
る
自
由
民
権
運
動
の
嚆
矢
と
す
る
見
方
が
一
般

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
田
雅
洋
氏
の
よ
う
に
、
「
建
白
書
」
提
出
以
前
、
既
に
自
由
民

権
運
動
の
萌
芽
は
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
「
建
白
書
」
の
文
中
に
も
「
某
等
在

官
中
屡
及
建
言
候
者
も
有
之
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
副
島
や
板
垣
等
の
在
官
中
、
す
な
わ

ち
明
治
七
年
の
建
白
よ
り
前
か
ら
民
選
議
院
設
立
の
要
望
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
四
月
、
宮
島
誠
一
郎
か
ら
当
時
左
院
議
長
で
あ
っ
た
後
藤
象
二
郎
へ
提
出
さ
れ

た
「
立
国
憲
論
」
な
ど
が
有
名
で
あ
ろ
う
。
稲
田
氏
は
、「
建
白
書
」
に
つ
い
て
、
論
旨
の

新
規
性
や
先
進
性
は
否
定
し
た
う
え
で
、
前
参
議
等
に
よ
る
「
建
白
書
」
の
意
義
は
、
提

出
そ
の
も
の
よ
り
は
寧
ろ
そ
の
後
、
新
聞
紙
上
に
「
民
選
議
院
論
争
」
を
展
開
さ
せ
る
契

機
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
一

。 

「
民
選
議
院
論
争
」
と
は
、
「
建
白
書
」
の
提
出
翌
日
に
『
日
新
真
事
誌
』
へ
そ
の
全

文
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
新
聞
・
雑
誌
上
で
巻
き
起
こ
っ
た
一
大
論
争
の
こ
と

で
あ
る
。
新
聞
・
雑
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
民
選
議
院
論
の
数
は
、
明
治
七
年
だ
け
で
実
に

一
八
〇
件
に
も
及
ぶ
。
「
建
白
書
」
が
言
論
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
理
由
と
し
て
、

「
民
選
議
院
」
の
よ
う
な
西
洋
の
政
治
理
念
や
制
度
が
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

や
、
廃
藩
置
県
な
ど
中
央
集
権
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
明
治
政
府
の
政
策
へ
の
不
満

が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二

。
こ
の
民
選
議
院
論
争
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
で
は
、
そ
の
時
期
と
性
質
の
違
い
か
ら
第
一
次
と
第
二
次
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。 

第
一
次
論
争
は
明
治
七
年
一
月
の
『
日
新
真
事
誌
』
お
よ
び
『
東
京
日
日
新
聞
』
が
「
建

白
書
」
の
全
文
を
掲
載
し
た
こ
と
で
始
ま
り
、
論
点
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
ま

ず
「
建
白
書
」
に
名
を
連
ね
る
前
参
議
ら
の
政
治
責
任
批
判
、
「
建
白
書
」
の
主
旨
た
る

早
期
民
選
議
院
設
立
の
可
否
に
関
す
る
議
論
、
い
わ
ゆ
る
「
時
期
尚
早
論
」
で
あ
る
。 

第
二
次
論
争
で
は
「
議
会
が
開
設
さ
れ
る
な
ら
ば
誰
に
選
挙
権
・
被
選
挙
権
が
あ
る
べ

き
か
」
が
主
題
と
さ
れ
た
三

。
福
地
源
一
郎
が
主
筆
を
務
め
た
『
東
京
日
日
新
聞
』
と
『
郵

便
報
知
新
聞
』
の
間
で
、
明
治
八
年
三
月
か
ら
約
一
か
月
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
。 

第
一
次
論
争
は
概
ね
明
治
七
年
の
夏
頃
に
は
終
息
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
二
次
論
争
ま

で
に
は
約
半
年
の
期
間
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
新
聞
上
で
民
選
議
院
論
が
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
個
々
の
民
権
家
や
論
客
に
焦
点
を
当
て
た
研

究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
一
次
論
争
と
二
次
論
争
の
間
に
み
ら
れ
た

民
選
議
院
論
争
を
網
羅
的
に
整
理
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
は

明
治
七
年
を
通
じ
て
、
新
聞
紙
上
で
展
開
さ
れ
た
民
選
議
院
論
争
に
つ
い
て
、
そ
の
論
点

や
展
開
の
整
理
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、「
民
選
議
院
」
の
漢
字
表
記
は
「
選
」・「
撰
」
の
二
つ
が
あ
る
。
板
垣
等
の
建
白

書
に
は
「
撰
」
の
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
か
ら
こ
の
「
撰
」
の
字
を
「
え

ら
ぶ
」
の
意
味
で
使
用
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
新
聞
上
の
表
記
も
定

ま
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
引
用
資
料
及
び
資
料
名
に
お
い
て
は
資
料
上
の
表
記
の
ま

ま
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
「
民
選
」
と
表
記
す
る
。 

一
、

第
一
次
民
選
議
院
論
争

（
一
）

建
白
者
た
ち
の
政
治
責
任
を
め
ぐ
っ
て

「
建
白
書
」
に
対
す
る
最
初
の
反
応
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
一
月
二
三
日
付
『
東
京

日
日
新
聞
』
掲
載
の
投
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
参
議
た
ち
に
よ
る
「
建
白
書
」
に
対

す
る
反
応
と
し
て
「
感
奮
激
発
」
と
「
疑
惑
攻
撃
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。 

前
参
議
ソ
ノ
他
数
氏
ノ
建
言
ト
テ
新
聞
ニ
記
ス
ル
ヲ
見
ル
民
撰
議
院
ヲ
上
請
セ
ル
者

ニ
テ
其
論
至
当
ト
ス
其
文
ノ
天
下
ニ
伝
布
ス
ル
必
ズ
感
奮
激
発
ス
ル
者
ア
ル
ヲ
察
セ

リ
又
タ
必
ズ
疑
惑
攻
撃
ス
ル
者
ア
ル
ヲ
察
セ
リ
其
激
発
ス
ル
所
以
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
其
論

ノ
正
シ
キ
ト
且
ツ
志
ヲ
当
世
ニ
得
ザ
ル
者
ニ
便
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
其
攻
撃
ス
ル
所
以
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ヲ
尋
ル
ニ
数
氏
ノ
文
其
在
官
ノ
日
ニ
デ
ル
木
戸
参
議
演
説
書
ノ
如
ク
ナ
ラ
バ
完
然
ト

ス
今
ソ
ノ
免
職
未
ダ
久
シ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
日
ニ
出
ツ
一
也
言
論
痛
快
ト
雖
モ
悄
不
遜
ニ

渉
ル
有
司
ヲ
股
掌
ニ
弄
ス
ル
気
象
ア
リ
二
也
数
人
連
署
ス
三
也
夫
レ
結
党
ハ
因
ヨ
リ

国
家
ノ
大
禁
ナ
リ
四 

  

賛
成
意
見
の
背
景
と
し
て
は
民
選
議
院
設
立
と
い
う
論
の
至
正
性
や
、
現
行
制
度
で
は

立
身
出
世
を
望
め
な
い
人
々
に
と
っ
て
は
希
望
的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

反
対
す
る
も
の
の
理
論
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
建
白
書
」
に
名
を
連
ね
た
前
参
議
等
へ

の
批
判
で
あ
る
。
木
戸
孝
允
の
よ
う
に
在
職
中
に
意
見
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う

も
の
だ
。
二
つ
目
に
「
建
白
書
」
の
書
き
ぶ
り
が
不
遜
で
あ
る
と
い
う
も
の
。
三
つ
目
は

「
建
白
書
」
が
連
署
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
国
家
ノ
大
禁
」
で
あ

る
結
党
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
因
る
も
の
だ
。 

 

「
建
白
書
」
の
提
出
者
に
明
治
六
年
の
政
変
で
辞
任
し
た
前
参
議
た
ち
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
痛
烈
な
批
判
を
加
え
た
の
が
谷
中
潜
で
あ
る
。 

 
 

 

今
日
本
ノ
事
勢
ト
民
情
ノ
向
背
ト
ヲ
察
シ
以
テ
之
レ
ヲ
考
フ
レ
ニ
民
選
議
院
ノ
設
ノ

ア
ル
十
又
余
年
ノ
長
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
行
フ
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
其
故
何
ソ
ヤ
試
ミ
ニ
看

ヨ
我
国
政
ノ
体
タ
ル
ヤ
基
礎
未
タ
全
ク
堅
カ
ラ
ス
遐
陬
僻
遠
朝
旨
ノ
達
セ
サ
ル
或
ハ

之
レ
ア
リ
民
情
ノ
質
タ
ル
猜
疑
心
ニ
根
シ
向
背
常
ナ
ラ
ス
華
士
ノ
禄
未
タ
定
マ
ラ
ス

動
モ
ス
レ
ハ
朝
政
ヲ
誹
謗
ス
ル
モ
ノ
又
或
ハ
之
レ
ア
リ
僻
遠
ノ
小
民
猶
且
恕
ス
ベ
ケ

レ
ト
モ
昨
日
有
司
ニ
シ
テ
事
ヲ
取
リ
身
ハ
人
民
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
貴
重
ナ
ル
モ
今
日
忽

其
職
ヲ
去
レ
ハ
顧
ミ
テ
政
府
ヲ
視
ル
動
モ
ス
レ
ハ
仇
敵

ア

ク

ノ
如
ク
猥
リ
ニ
我
カ
私
情
ヲ

吐
キ
人
心
ヲ
鼓
舞
煽
動
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
安
ソ
遽
カ
ニ
民
選
議
院
ヲ
設
ク
ル
ニ
遑
ア

ラ
ン
ヤ
五 

 
 

谷
中
は
前
参
議
等
の
よ
う
に
辞
職
し
た
途
端
に
政
府
を
目
の
敵
に
し
、
「
建
白
書
」
に

よ
っ
て
人
々
を
扇
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
が
い
る
現
在
の
よ
う
な
状
態
で
は
民
選

議
院
設
立
は
「
時
期
尚
早
」
で
あ
る
と
建
白
者
た
ち
を
批
判
し
た
。
建
白
者
等
は
、
こ
の

谷
中
の
よ
う
な
、
建
白
の
中
身
そ
の
も
の
よ
り
自
分
た
ち
の
経
歴
や
行
動
を
非
難
す
る
言

説
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
回
答
を
寄
せ
て
い
る
。 

 

 

吾
輩
前
日
建
言
ス
ル
所
ノ
民
撰
議
院
ノ
儀
ニ
就
キ
之
ヲ
評
ス
ル
者
ア
リ
曰
旧
参
議
ノ

者
在
官
ノ
日
ハ
則
チ
黙
シ
テ
看
ス
其
一
旦
罷
ラ
ル
ゝ
ニ
及
テ
輙
チ
言
ハ
何
ソ
ヤ
我
輩

之
ニ
応
テ
曰
ク
右
ハ
建
言
副
紙
中
既
ニ
之
ヲ
詳
ニ
セ
リ
復
喋
々
弁
セ
サ
ル
也
但
方
今

人
心
淘
々
上
下
相
疑
フ
ノ
秋
今
一
旦
政
府
天
下
ニ
告
テ
万
民
ノ
公
論
公
議
ヲ
取
ル
コ

ト
ヲ
示
サ
ハ
則
吾
輩
以
爲
ラ
ク
唯
斯
一
令
ニ
シ
テ
天
下
ノ
人
心
定
ル
ヘ
シ
是
レ
吾
輩

今
日
之
ヲ
言
フ
所
以
ノ
者
ナ
リ 

 

或
又
曰
ク
有
司
専
制
ノ
弊
旧
参
議
在
職
中
ハ
之
レ
無
リ
シ
ヤ
ト
吾
輩
之
ニ
応
ヘ
テ
曰

ク
吾
輩
在
職
中
固
ヨ
リ
之
ヲ
免
カ
レ
ス
是
ニ
由
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
則
将
来
ノ
有
司
亦
応

サ
ニ
之
ヲ
免
レ
サ
ル
ヘ
シ
夫
有
司
専
制
而
シ
テ
止
マ
ス
則
チ
民
何
ヲ
以
テ
堪
ン
民
不

堪
ト
キ
ハ
則
チ
国
何
ヲ
以
テ
独
リ
其
安
キ
ヲ
保
ン
乎
是
吾
輩
自
ラ
斯
弊
ヲ
直
言
ニ
シ

テ
復
是
忌
ム
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
也
六 

 

ま
ず
、
在
官
中
に
は
黙
っ
て
い
て
辞
職
後
に
民
選
議
院
設
立
を
主
張
し
始
め
た
経
緯
に

つ
い
て
は
、
建
白
書
に
既
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
。
建
白
書
中
に
は
民
選
議
院
設
立
の
要

求
は
「
平
生
ノ
自
論
」
で
あ
り
、
建
言
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
決
定
は
岩
倉
使
節
団

の
帰
国
を
待
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
帰
国
後
数
か
月
経

っ
て
も
動
き
が
な
く
、
人
々
が
「
上
下
相
疑
」
う
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
憂
う
べ
き

こ
の
状
態
は
、
政
府
が
公
論
公
議
を
重
視
す
る
と
表
明
す
れ
ば
収
ま
る
も
の
で
あ
る
と
の

考
え
か
ら
、
建
白
を
行
っ
た
の
だ
と
い
う
。 

次
に
有
司
専
制
の
弊
害
は
前
参
議
在
職
中
に
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
確
か
に
そ

う
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
も
そ
の
弊
害
を
免
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
将
来
の
有
司
も
免
れ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
有
司
専
制
を
止
め
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
次
第
だ
と

説
明
し
て
い
る
。 

そ
の
後
、
二
月
八
日
『
日
新
真
事
誌
』
論
説
に
て
、
論
じ
る
べ
き
は
「
民
撰
議
院
設
立
」

の
可
否
で
あ
る
の
で
、
建
白
者
の
進
退
に
関
す
る
批
判
は
今
後
掲
載
し
な
い
旨
が
宣
言
さ

れ
、
以
降
建
白
者
た
ち
の
政
治
責
任
を
追
及
す
る
投
書
の
掲
載
数
は
減
少
し
た
。 

 

（
二
） 
時
期
尚
早
論 

 

『
自
由
党
史
』
で
は
、
こ
う
し
た
建
白
者
た
ち
の
政
治
責
任
批
判
に
は
触
れ
ず
、
「
先

づ
之
に
対
し
て
異
議
を
挟
み
し
者
は
、
当
時
独
逸
学
者
の
翹
楚
と
称
せ
ら
れ
、
宮
内
省
四
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等
出
仕
の
官
に
在
り
し
加
藤
弘
之
な
り
と
す
」
と
し
て
『
日
新
真
事
誌
』
二
月
三
日
掲
載

の
加
藤
弘
之
「
疑
問
」
を
論
争
の
出
発
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。 

僕
高
論
ニ
於
テ
疑
問
ナ
キ
能
ハ
ス
ト
雖
モ
亦
大
ニ
之
ヲ
喜
フ
所
以
ナ
リ
因
テ
考
フ
ル

ニ
方
今
政
府
ハ
姑
ク
特
裁
ノ
政
ヲ
施
サ
ゝ
ヲ
得
ス
ト
雖
モ
元
来
民
ノ
為
メ
ニ
政
府
ア

リ
テ
政
府
ノ
為
メ
ニ
民
ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ノ
真
理
ヲ
忘
失
ス
ル
ナ
ク
偏
ニ
非
的
利
ノ

公
心
ヲ
以
テ
自
ラ
政
権
を
限
制
シ
務
メ
テ
民
ノ
私
権
ヲ
伸
張
セ
シ
メ
言
路
ヲ
洞
開
シ

教
育
ヲ
勧
励
シ
以
テ
吾
邦
ヲ
シ
テ
速
ニ
開
化
国
ト
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
且
ツ
閣
下
等

ノ
論
ニ
由
テ
考
フ
ル
ニ
今
既
ニ
某
二
三
県
ニ
於
テ
為
セ
シ
カ
如
ク
姑
ク
府
県
ニ
テ
士

族
并
ニ
平
民
ノ
上
中
等
辺
ヨ
リ
選
挙
ヲ
以
テ
府
県
内
ニ
小
議
院
ヲ
設
立
シ
唯
其
府
県

内
ノ
事
ヲ
商
議
セ
シ
ム
ル
ノ
擧
ア
ラ
ハ
如
何
但
シ
議
定
ヲ
取
捨
ス
ル
ハ
姑
キ
功
益
ア

ル
ヤ
否
或
ハ
却
テ
害
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
僕
未
タ
之
ヲ
考
定
ス
ル
能
ハ
ス
閣
下
等
并
ニ
大
方

君
子
ノ
高
論
ヲ
俟
ツ
七 

 

こ
こ
で
加
藤
は
、
民
選
議
院
設
立
を
求
め
る
建
白
そ
の
も
の
は
喜
ば
し
い
と
し
つ
つ
、

日
本
社
会
は
未
だ
民
撰
議
院
設
立
に
足
る
だ
け
の
開
明
の
域
に
は
進
ん
で
い
な
い
と
し

て
「
時
期
尚
早
」
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
選
挙
権
を
士
族
や
上
中
等
の
平
民
に

限
っ
た
、
府
県
規
模
で
の
小
議
院
設
立
を
提
案
し
た
。
加
藤
の
「
疑
問
」
に
対
し
て
、
板

垣
・
後
藤
・
副
島
の
連
署
で
「
対
問
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
同
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。 

  
 

今
夫
レ
斯
議
院
ヲ
立
ル
モ
亦
遽
カ
ニ
人
民
其
名
代
人
ヲ
擇
ブ
ノ
権
利
ヲ
一
般
ニ
セ

ン
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ス
士
族
及
ヒ
豪
家
ノ
農
商
等
ヲ
シ
テ
独
リ
姑
ラ
ク
此
ノ
権
利
ヲ
保

有
シ
得
セ
シ
メ
ン
而
已
是
ノ
士
族
農
商
等
ハ
即
チ
前
日
彼
ノ
首
唱
ノ
義
士
維
新
ノ
功

臣
ヲ
出
セ
シ
者
ナ
リ
抑
モ
吾
輩
ノ
左
院
ニ
建
言
セ
シ
ヨ
リ
世
ノ
之
ヲ
評
論
シ
テ
以
テ

新
聞
紙
ニ
投
書
ス
ル
者
亦
タ
尠
ナ
シ
ト
セ
ズ
然
ル
ニ
未
タ
曾
テ
一
人
ノ
斯
議
院
ノ
設

立
ヲ
以
テ
非
ト
ス
ル
者
ヲ
見
ズ
其
可
否
ス
ル
所
ロ
徒
ニ
吾
輩
身
上
ノ
事
ニ
止
ル
耳
是

ニ
由
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
亦
タ
右
三
要
件
ノ
我
人
民
ニ
存
在
セ
ル
ノ
一
班
ヲ
窺
フ
可
シ
八 

 

板
垣
等
は
加
藤
の
提
案
す
る
府
県
政
を
議
論
の
対
象
と
す
る
小
議
院
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
国
政
に
関
わ
る
大
議
院
の
設
立
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
「
時
期
尚
早
」
と
の
懸
念
に

対
し
て
選
挙
権
は
す
べ
て
の
人
に
与
え
る
も
の
で
は
な
く
「
士
族
及
ヒ
豪
家
ノ
農
商
等
」

に
限
る
の
で
問
題
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
民
が
未
開
で
あ
る
の
で
「
士
族

并
ニ
平
民
ノ
上
中
等
辺
」
に
選
挙
権
を
限
っ
た
小
議
院
か
ら
始
め
て
は
ど
う
か
と
言
う
加

藤
と
制
限
選
挙
を
主
張
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
人
民
の
開
化
の
た
め
に
は

民
選
議
院
が
必
要
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
選
挙
権
は
既
に
開
化
の
域
に
達
し
て
い
る

人
々
に
限
る
と
い
う
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
九

。 

加
藤
の
唱
え
た
時
期
尚
早
論
に
対
し
て
、
よ
り
理
論
的
に
反
論
し
早
期
国
会
設
立
を
訴

え
た
の
は
馬
城
台
二
郎
（
大
井
憲
太
郎
）
で
あ
っ
た
。
大
井
は
、
加
藤
の
意
見
を
「
不
急

ノ
民
選
議
院
」
設
置
に
よ
る
弊
害
を
論
じ
、
先
に
「
持
重
鋭
ヲ
養
ヒ
人
材
ヲ
教
育
」
す
る

必
要
が
あ
る
と
説
い
た
も
の
と
し
、
「
人
材
教
育
ノ
論
」
に
は
同
意
す
る
が
民
選
議
院
の

設
置
に
関
し
て
自
分
の
考
え
は
違
う
、
と
前
置
き
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
な
自
論
を
述
べ

た
。 

  

人
民
開
智
ノ
日
ヲ
待
テ
之
ヲ
起
サ
ハ
遂
ニ
其
間
有
司
専
制
ノ
弊
尚
相
継
キ
恐
ク
ハ
士

民
政
令
ヲ
信
ゼ
ズ
政
令
ヲ
信
ゼ
ザ
レ
バ
即
チ
人
民
之
ニ
服
サ
ゞ
ル
ノ
弊
ナ
キ
ヲ
得
ズ

故
ニ
曰
ク
民
選
議
院
ヲ
起
サ
バ
仮
令
其
論
取
ル
ニ
足
ラ
ズ
ト
雖
モ
士
民
ヲ
シ
テ
親
シ

ク
其
議
ニ
預
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
士
民
安
ジ
テ
其
令
ヲ
信
ジ
其
令
ニ
服
ス
可
シ
士
民
其

令
ニ
服
セ
バ
国
以
テ
安
シ
即
チ
所
謂
人
民
自
カ
ラ
制
定
シ
テ
自
カ
ラ
守
ル
所
以
ナ
リ

故
ニ
曰
ク
必
ズ
人
民
ニ
議
ス
ル
ヲ
以
テ
非
ナ
リ
ト
セ
ズ
一
〇 

  

民
選
議
院
を
人
民
の
開
化
を
待
っ
て
か
ら
設
立
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
間
に
有
司
専
制

が
続
く
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
政
治
参
加
を
許
さ
れ
て
い
な
い
人
々
は
政
令
を
不
信
に

思
い
、
こ
れ
に
従
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
た
と
え
「
取
ル
ニ
足
ラ
ズ
」
の
論
で

あ
る
と
し
て
も
政
令
の
制
定
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
大

井
は
、
選
挙
権
の
制
限
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
て
、
加
藤
は
板
垣
等
建
白
者
に
よ
る
反
駁
へ
は
返
答
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

『
自
由
党
史
』
で
は
建
白
者
等
の
「
論
理
の
痛
快
明
晰
」
で
あ
る
た
め
に
「
加
藤
遂
に
之

に
再
駁
す
る
能
は
ず
」
と
の
勝
利
宣
言
が
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
加
藤
は
大
井
や
平

地
公
作
か
ら
の
疑
問
に
対
し
て
は
答
議
を
行
っ
た
。
加
藤
と
大
井
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論

争
の
子
細
や
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る

た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
比
較
的
早
い
段
階
で
、
民
選
議
院
論
争
は

建
白
者
た
ち
の
手
を
離
れ
第
三
者
間
の
論
争
へ
と
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
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二
、 

地
方
官
会
議
と
民
選
議
院 

（
一
） 

代
議
人
の
資
格 

 

明
治
七
年
五
月
二
日
、
地
方
官
会
議
の
議
院
憲
法
及
び
議
院
規
則
が
通
達
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
は
明
治
六
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
地
方
官
会
同
の
閉
会
に
際
し
て

三
条
実
美
が
同
会
を
毎
年
開
催
す
る
と
予
告
し
た
こ
と
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
地
方
官
会
議
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
各
地
方
長
官
を
召
集
し
、
議
事
を
行
う

も
の
と
さ
れ
た
。
議
院
憲
法
の
勅
文
で
は
、
地
方
官
会
議
は
五
箇
条
の
御
誓
文
に
基
づ
く

立
憲
政
体
の
樹
立
に
向
け
た
漸
次
的
な
処
置
で
あ
り
、
「
全
国
の
人
民
」
に
「
国
家
ノ
重

ヲ
担
任
ス
ヘ
キ
ノ
義
務
」
が
あ
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
一
政
策
だ
と
記
さ
れ
て
い

る
一
一

。
地
方
官
会
議
は
「
人
民
」
の
「
代
議
人
」
に
よ
る
話
し
合
い
の
場
、
即
ち
民
選
議

院
設
立
の
前
段
階
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
方
官
会
議
の
在
り
方
を
巡
っ
て
議
論
が
巻
き
起
こ
る
の
だ
が
、
そ

の
早
い
例
と
し
て
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
依
田
学
海
の
建
議
が
挙
げ
ら
れ

る
。
同
建
議
中
で
依
田
は
民
情
と
官
吏
と
の
隔
絶
を
指
摘
し
、
公
議
を
伸
張
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
「
民
心
を
探
り
民
情
を
察
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

「
地
方
官
一
人
の
私
説
」
で
あ
っ
て
公
議
で
は
な
い
と
説
い
た
。 

  

曏
者
会
議
所
よ
り
建
議
し
て
府
下
各
区
の
議
人
を
集
め
て
会
議
を
起
さ
ん
こ
と
を
謂

へ
り
然
る
に
未
た
允
許
を
蒙
ら
ず
盖
し
当
今
の
時
態
猶
そ
の
機
会
に
至
ら
ざ
る
を
以

て
事
を
速
か
に
せ
ば
反
て
害
あ
る
と
の
説
に
よ
り
て
な
る
べ
し
然
る
に
今
般
勅
文
に

據
れ
ば
地
方
の
長
官
人
民
に
代
る
と
の
事
あ
れ
ば
勢
ひ
人
民
の
会
議
を
起
さ
ゞ
れ
ハ

民
心
の
在
る
処
を
知
り
難
く
民
情
の
赴
く
所
を
察
し
難
し
伏
て
請
ふ
断
然
俗
論
を
排

斥
し
て
各
区
代
議
人
集
会
を
許
可
せ
ら
れ
地
方
官
会
議
の
時
に
当
り
事
若
し
人
民
の

利
害
に
係
ら
ば
必
ず
代
議
人
の
公
議
を
採
り
更
に
長
官
の
説
を
斟
酌
し
て
発
議
あ
ら

ん
こ
と
を
一
二 

 

当
時
、
依
田
は
会
議
所
の
公
選
化
に
向
け
た
活
動
を
し
て
お
り
、
一
月
に
も
東
京
府
庁

へ
会
議
所
改
革
の
建
議
を
行
っ
て
い
た
。
右
の
建
議
は
、
会
議
所
の
公
選
化
が
進
ま
な
い

な
か
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、
地
方
官
会
議
勅
文
へ
の
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
一
三

。 

ま
た
、
『
日
新
真
事
誌
』
で
も
同
様
に
、
会
議
が
官
吏
で
は
な
く
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
代
議
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
旨
の
論
説
が
掲
載
さ
れ
た
。 

  

今
日
本
政
府
ニ
於
テ
地
方
会
議
院
ノ
設
ケ
ア
ル
ハ
実
ニ
吾
人
ノ
企
望
ス
ル
処
ナ
リ
然

リ
ト
雖
ト
モ
此
議
院
ノ
設
ケ
ア
ル
国
民
国
事
ニ
ツ
イ
テ
或
ハ
可
ト
シ
或
ハ
不
可
ト
シ

或
ハ
楽
ミ
或
ハ
歎
ク
コ
ト
ア
ル
ト
モ
政
府
ニ
於
テ
ハ
之
レ
ニ
留
意
ス
ル
ナ
ク
又
ハ
会

議
当
リ
府
県
ノ
知
事
令
参
事
ヲ
シ
テ
人
民
ノ
代
議
人
ト
ナ
シ
国
事
ヲ
商
シ
人
民
ヲ
シ

テ
更
ニ
其
会
議
ニ
臨
マ
シ
メ
サ
ル
等
渾
テ
民
選
議
院
ノ
主
意
ニ
非
サ
ル
也
一
四 

 

地
方
官
会
議
の
開
催
は
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
が
発
表
し
た
議
院
の
在
り
方

は
決
し
て
「
民
選
議
院
ノ
主
意
」
に
則
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
述

の
と
お
り
、
こ
の
地
方
官
会
議
で
は
各
府
県
知
事
や
参
事
な
ど
の
官
吏
が
「
人
民
ノ
代
議

人
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
の
人
々
は
会
議
に
参
加
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。 

ま
た
、
大
井
は
地
方
官
を
代
議
人
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
立
法
権
と
行
政
権
の
分
立

の
観
点
か
ら
異
を
唱
え
て
い
る
。 

  

行
法
有
司
（
即
チ
宰
相
地
方
官
）
ノ
会
議
タ
ル
モ
ノ
ハ
全
ク
立
法
官
ト
混
淆
ス
可
カ
ラ

サ
ル
ハ
方
今
ノ
定
論
ニ
シ
テ
今
更
贅
言
ヲ
要
セ
ス
然
ラ
ハ
則
チ
立
法
議
員
タ
ル
可
キ

全
国
人
民
ノ
代
議
士
ト
ナ
ス
ニ
行
法
有
司
ヲ
以
テ
シ
之
ニ
由
テ
以
テ
人
民
ノ
権
利
を

害
傷
セ
ス
民
間
ノ
利
害
ニ
恰
当
ナ
ル
制
度
を
創
定
セ
ン
ト
ス
ル
恐
ラ
ク
ハ
基
本
ヲ
失

ス
ル
所
ア
ラ
ン
カ
一
五 

 

大
井
は
予
て
か
ら
三
権
分
立
の
確
立
と
民
選
議
院
設
立
の
必
要
性
を
併
せ
て
主
張
し

て
お
り
一
六

、
地
方
官
会
議
に
対
し
て
も
行
政
官
で
あ
る
地
方
官
（
有
司
）
と
立
法
議
員
で

あ
る
べ
き
「
全
国
人
民
ノ
代
議
士
」
を
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。 

一
方
で
、
建
白
書
同
様
、
地
方
官
会
議
の
民
会
化
要
求
に
も
ま
た
反
対
意
見
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
『
郵
便
報
知
新
聞
』
五
月
一
四
日
投
書
で
は
、
依
田
の
建
議
に
対
す
る
批
判

が
掲
載
さ
れ
た
。 

 
 

 

若
し
依
田
氏
云
ふ
所
の
如
く
上
下
分
離
し
て
異
情
あ
ら
ん
に
ハ
何
を
以
て
地
方
長
官
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た
る
の
重
任
を
負
担
せ
ん
や
何
を
以
て
安
民
治
業
の
術
を
施
し
得
ん
や
往
々
各
県
下

人
民
動
揺
す
る
あ
り
と
雖
も
是
皆
な
旧
弊
に
固
着
し
一
已
一
夫
の
私
情
に
出
る
な
り

又
依
田
氏
の
云
ふ
所
も
私
意
偏
見
を
免
か
れ
ざ
る
の
と
大
に
誤
り
な
ら
ず
一
七 

 

投
書
を
寄
せ
た
吉
浦
某
は
、
そ
も
そ
も
依
田
の
主
張
す
る
よ
う
な
官
民
「
上
下
分
離
」

は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
方
長
官
が
平
日
政
治
を
行
う
に
あ
た
っ
て
民
心
の

同
意
は
必
要
な
い
が
、
人
民
の
代
議
人
に
な
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
「
民
心
を
探
り
民

情
を
察
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
依
田
の
説
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
「
上
下
分
離
」
し

て
民
情
を
理
解
し
て
い
な
い
状
態
で
は
地
方
長
官
の
責
務
は
果
た
せ
な
い
と
反
駁
し
た
。

更
に
は
、
「
天
下
平
等
の
公
政
」
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
人
民
が
各
々
の
立
場
か

ら
苦
情
を
唱
え
る
の
は
「
人
智
未
開
」
の
た
め
で
あ
る
と
さ
え
い
う
。
つ
ま
り
、
人
民
に

正
し
く
政
治
を
判
断
す
る
能
力
が
未
だ
な
い
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
地
方
長
官
を
も
っ

て
代
議
人
足
り
得
る
と
の
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
は
時
期
尚
早
論
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。 

 

（
二
） 

民
会
の
試
み 

 

ま
た
、
地
方
官
会
議
の
民
会
化
を
巡
っ
て
、
民
選
に
よ
る
代
議
人
の
選
定
を
求
め
る
の

で
は
な
く
、
「
人
民
の
代
議
人
」
に
な
ろ
う
と
試
み
た
地
方
長
官
が
い
た
。
当
時
、
兵
庫

県
令
を
務
め
て
い
た
神
田
考
平
で
あ
る
。 

  
 

 
 

告 

示 

 

此
度
於
政
府
会
議
御
開
有
之
諸
民
之
代
議
人
と
し
て
地
方
長
官
被
召
寄
律
法
御
確
定

可
相
成
旨
御
沙
汰
有
之
候
に
付
て
ハ
追
て
期
日
被 

仰
出
次
第
拙
者
出
京
可
致
義
に

有
之
候
抑
諸
民
代
議
の
職
掌
ハ
聚
衆
の
名
代
と
し
て
其
存
意
を
上
申
し
又
政
府
よ
り

御
下
問
有
之
節
ハ
同
様
明
代
と
し
て
答
議
を
奉
り
以
て
公
裁
を
拜
載
可
致
儀
に
有
之

候
就
て
ハ
第
一
衆
庶
之
存
意
と
拙
者
之
見
込
と
の
間
に
相
違
之
廉
有
之
候
て
ハ
難
相

務
職
掌
に
候
間
右
様
行
違
の
儀
無
之
様
出
京
前
に
管
下
一
同
の
見
込
を
篤
と
承
知
存

候
尤
従
來
御
布
告
御
規
則
を
始
と
し
て
上
ハ
御
國
体
之
大
事
よ
り
下
ハ
民
間
雑
則
之

細
件
に
至
る
ま
で
苟
も
御
国
法
之
関
係
の
筋
ハ
何
事
に
よ
ら
す
熟
考
致
し
或
ハ
廃
止

相
成
度
廉
或
ハ
改
正
増
補
有
之
度
廉
或
ハ
新
規
確
定
有
之
度
廉
等
心
付
次
第
聊
無
忌

憚
夫
〻
見
込
を
立
早
速
可
申
出
候
出
京
期
日
の
儀
ハ
元
よ
り
難
相
分
候
得
共
多
分
暑

中
過
と
相
察
候
間
夫
ま
で
に
取
揃
一
応
県
会
に
て
取
調
整
頓
之
上
致
持
参
候
方
可
然

と
存
候
其
心
得
を
以
て
暑
中
限
に
差
出
候
様
心
懸
可
申
此
段
相
達
候
也 

 
 

明
治
七
年
五
月
廿
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

兵
庫
県
令
神
田
考
平
一
八 

 

神
田
は
地
方
官
会
議
の
開
催
を
見
据
え
、
県
下
人
民
に
対
し
大
小
関
わ
ら
ず
国
法
に
関

す
る
意
見
が
あ
れ
ば
提
出
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
官
会
議
で
県
令
が

人
民
の
代
議
人
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
神
田
は
、
自
身
が
代
議
人
と
し
て

政
府
に
対
す
る
上
申
や
答
議
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、「
衆
庶
之
存
意
」
と
「
拙
者
之
見
込
」

に
相
違
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

『
日
新
真
事
誌
』
は
同
告
示
を
神
田
が
民
意
に
悖
る
こ
と
を
恐
れ
「
代
議
ノ
名
称
ニ
適

当
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
」
し
て
通
達
し
た
も
の
と
紹
介
し
、
他
の
地
方
長
官
も
こ
れ
に
倣
え
ば

民
意
を
反
映
し
た
代
議
士
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
評
価
し
た
一
九

。 

と
こ
ろ
が
結
局
、
台
湾
出
兵
の
影
響
を
う
け
明
治
七
年
度
の
地
方
官
会
議
開
催
は
見
送

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
一
時
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
地
方
官
会
議
の
民
会

化
や
議
院
憲
法
改
正
に
関
す
る
議
論
も
立
ち
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

  

三
、
民
選
議
院
論
の
再
興 

（
一
） 

民
選
議
院
の
要
求 

 

第
一
次
民
選
議
院
論
争
は
概
ね
明
治
七
年
の
夏
頃
に
収
束
し
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

実
際
、
七
月
頃
に
は
雑
誌
・
新
聞
上
で
「
民
撰
議
院
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

く
な
っ
て
い
る
。
一
〇
月
に
は
、
議
論
の
停
滞
を
指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
投
書
も
見
ら
れ

た
。 

  

旧
参
議
諸
公
民
撰
議
院
の
説
一
た
ひ
出
て
よ
り
之
を
論
す
る
者
絶
さ
り
し
も
政
府
地

方
官
会
議
の
令
を
発
し
て
之
を
糊
塗
し
更
に
台
湾
の
事
起
て
人
心
測
注
す
る
に
依
て

政
府
民
撰
議
院
の
危
険
を
逃
れ
明
確
精
当
立
花
君
の
如
き
弁
論
鋭
頴
人
を
し
て
凛
乎

と
し
て
慄
し
め
し
も
寂
と
し
て
音
無
に
至
れ
り
天
の
人
民
を
助
け
さ
る
歎
慨
に
耐
さ
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る
也
国
家
の
不
幸
此
よ
り
甚
と
す
る
ハ
な
し
二
〇 

 
政
府
は
、
板
垣
等
の
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
」
に
よ
っ
て
興
隆
し
た
民
選
議
院
設
立
要

求
を
地
方
官
会
議
を
公
議
の
場
と
す
る
こ
と
で
誤
魔
化
し
た
。
更
に
は
台
湾
出
兵
に
よ
っ

て
、
人
々
の
関
心
が
台
湾
へ
と
向
か
っ
た
こ
と
で
、
民
選
議
院
に
関
す
る
議
論
は
す
っ
か

り
下
火
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
実
際
に
紙
面
を
捲
っ
て
い
く
と
、
確
か
に
七
月
に
は
一
度
落
ち
ん
だ
民
選
議

院
に
関
す
る
投
書
・
記
事
数
が
、
八
・
九
月
に
か
け
て
再
び
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
特
に
八
月
の
民
選
議
院
論
争
で
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
「
立
花
光
臣
」
の
名
義

で
筆
を
執
っ
た
古
沢
滋
で
あ
る
。
古
沢
に
よ
る
民
選
議
院
論
の
一
つ
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 

 

我
帝
国
今
日
ノ
情
態
ハ
彼
前
参
議
氏
等
ノ
答
弁
ニ
モ
論
セ
シ
如
ク
我
カ 

天
皇
陛
下

ノ
春
秋
尚
ホ
弱
ク
シ
テ
未
タ
彼
ノ
普
王
魯
帝
等
ノ
比
ニ
至
リ
玉
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
故
ニ

今
マ
我
々
復
タ
此
ノ
役
ヲ
推
シ
テ
之
ヲ
彼
ノ
民
撰
議
院
ニ
付
ス
ル
欧
米
文
明
諸
邦
ノ

制
度
ニ
倣
フ
ヲ
以
テ
独
リ
能
ク
今
日
ノ
急
ニ
応
シ
ソ
ウ
シ
テ
我
政
府
ノ
欠
ヲ
補
フ
者

ト
為
ス
ア
ル
而
巳
是
ノ
故
ニ
我
政
府
上
ニ
責
任
ノ
二
字
ヲ
着
シ
得
ヘ
キ
者
ハ
独
リ
斯

ノ
議
院
ヲ
設
立
ス
ル
ニ
在
ル
耳
二
一 

 

 

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
責
任
」
の
所
在
で
あ
る
。
古
沢
は
、
現
行
政
府
の

欠
点
は
「
責
任
」
を
欠
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
断
じ
、
「
我
政
府
上
斯
ノ
責
任
ノ
二
字
ヲ
欠

ク
ノ
弊
及
ヒ
斯
ノ
二
字
ヲ
強
ク
シ
之
ヲ
效
セ
ン
ト
欲
ス
必
ス
彼
ノ
民
撰
議
院
ヲ
置
カ
ネ

ハ
ナ
ラ
ヌ
」
と
政
府
の
「
責
任
」
を
強
く
す
る
た
め
に
も
民
選
議
院
が
必
要
で
あ
る
と
の

論
を
展
開
し
て
い
る
。 

 

古
沢
の
民
選
議
院
論
に
対
し
、
ま
ず
九
月
三
日
『
東
京
日
日
新
聞
』
投
書
に
、
天
山
遁

者
の
異
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
天
山
は
古
沢
の
説
は
民
選
議
院
を
弾
正
台
や
御
目
付
の

よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
指
摘
し
、
こ
れ
で
は
却
っ
て
大
臣
の
責
任
は
軽
く
な
っ

て
し
ま
う
と
難
じ
た
。
天
山
の
議
論
に
反
論
し
た
の
は
大
井
憲
太
郎
で
あ
っ
た
。
責
任
や

権
威
は
個
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
天
山
に
対
し
、
大
井
は
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で

法
律
に
よ
っ
て
規
定
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。 

ま
た
、
古
沢
は
続
い
て
「
専
裁
擅
制
」
を
発
表
。
「
専
裁
擅
制
」
と
は
勝
手
次
第
の
意

で
あ
る
と
い
い
、
現
今
政
府
は
こ
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
し
有
司
専
制
を
批
判
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
時
期
に
は
政
府
の
現
状
や
弊
害
を
説
き
、
こ
れ
を
脱
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
民
選
議
院
設
立
を
主
張
す
る
言
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。 

 

（
二
） 

台
湾
出
兵
と
輿
論 

  

ま
た
、
こ
の
頃
に
み
ら
れ
た
民
選
議
院
論
の
盛
り
上
が
り
か
ら
は
、
台
湾
出
兵
と
そ
の

事
後
処
理
を
巡
る
政
府
対
応
へ
の
不
満
が
感
じ
ら
れ
る
。
尤
も
、
建
白
書
を
提
出
し
た
前

参
議
等
の
辞
任
は
征
韓
論
争
に
敗
れ
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
外
征
論
と
民
選
議
院
論
と
が
重
な
る
こ
と
は
さ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
九
月
七
日
『
郵
便
報
知
新
聞
』
投
書
で
は
、
福
地
源
一
郎
が
「
民
選
議
院
の
建
白
」

を
「
我
日
本
の
大
政
府
に
向
か
て
ハ
掣
肘
の
弊
を
与
へ
、
我
日
本
の
人
民
に
向
て
は
抵
抗

の
害
を
醸
さ
し
め
た
る
大
禍
本
」
と
批
難
し
、
そ
の
「
毒
」
は
外
征
に
も
及
ん
で
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
二
二

。 

簡
単
に
台
湾
出
兵
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
明
治
四
年
、
台
湾
に
漂
着
し
た
琉
球

民
殺
害
事
件
を
契
機
に
日
本
国
内
で
は
征
台
論
が
高
ま
っ
て
い
た
。
明
治
七
年
四
月
、
日

本
政
府
に
よ
る
出
兵
準
備
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
英
・
米
公
使
が
こ
れ
に
反
対
。
政
府

は
出
兵
中
止
を
決
定
し
た
も
の
の
、
五
月
に
西
郷
從
道
が
台
湾
出
兵
を
強
行
す
る
。
七
月

に
は
台
湾
か
ら
撤
兵
は
せ
ず
、
清
国
と
交
渉
す
る
旨
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
翌
八
月
、
交

渉
の
た
め
大
久
保
利
通
が
日
本
を
出
発
し
て
い
る
。
九
月
に
始
ま
っ
た
清
国
と
の
交
渉
が

終
わ
り
、
互
換
条
款
が
調
印
さ
れ
た
の
は
一
〇
月
三
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

清
国
と
の
交
渉
が
続
く
一
〇
月
二
七
日
、
『
日
新
真
事
誌
』
に
民
選
議
院
設
立
を
日
本

の
急
務
と
す
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

前
参
議
民
撰
議
院
ノ
建
論
ヨ
リ
四
方
ノ
論
客
相
続
キ
テ
起
リ
討
論
反
覆
至
レ
リ
尽

セ
リ
然
レ
ト
モ
唯
其
要
員
ハ
是
ヲ
起
ス
事
ノ
遅
速
ヲ
云
ノ
ミ
未
嘗
テ
民
撰
議
院
ヲ
以

不
可
ト
ナ
ス
者
ヲ
不
見
是
素
リ
万
古
不
抜
ノ
公
論
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
予
ヤ
屡
諸
賢
ノ
明

論
ニ
ヨ
リ
且
ハ
時
勢
ノ
変
動
ヲ
見
テ
其
実
際
上
ニ
於
テ
聊
発
明
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ア
リ

其
基
ツ
ク
所
ハ
唯
実
力
ト
名
目
ト
ノ
二
ツ
而
已
請
フ
其
名
実
ヲ
論
セ
ン
（
中
略
）
奈
何

ト
ナ
レ
ハ
方
今
支
那
交
際
上
ニ
於
テ
全
権
大
臣
ノ
談
判
実
ニ
不
容
易
大
事
件
ニ
シ
テ

弘
安
以
来
ノ
国
難
上
ハ 

宝
祚
ノ
安
危
ニ
関
シ
下
ハ
国
民
ノ
浮
沈
ニ
係
ル
苟
モ
愛
国

慷
慨
ノ
志
ア
ラ
ン
者
ハ
憤
厲
切
歯
各
其
ノ
分
ヲ
尽
サ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
文
人
ハ
議
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ヲ
建
テ
武
士
ハ
勇
ヲ
張
リ
富
者
ハ
資
ヲ
出
シ
力
士
ハ
労
ヲ
勤
メ
同
心
協
力
勉
厲
セ
サ

ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
此
時
ニ
当
テ
民
撰
議
院
ヲ
以
実
ニ
今
日
ノ
急
務
ト
ナ
ス
二
三 

 
 

投
書
は
、
板
垣
等
前
参
議
等
の
建
白
以
来
、
方
々
か
ら
起
こ
っ
た
民
選
議
院
論
に
つ
い

て
、
様
々
な
意
見
が
あ
れ
ど
も
結
局
は
設
立
時
期
の
遅
速
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民

選
議
院
の
必
要
性
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
今
日
の
台
湾

出
兵
を
巡
る
清
国
と
の
交
渉
に
触
れ
、
弘
安
の
役
（
蒙
古
襲
来
）
以
来
の
国
難
で
あ
る
と
、

そ
の
不
手
際
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
難
の
時
に
こ
そ
、
人
々
が
一
致
団
結
し
力

を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
唱
え
、
そ
の
た
め
に
も
民
選
議
院
設
立
は
急
務
で
あ
る
と

主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。 

地
方
官
会
議
の
民
会
化
を
望
む
声
の
な
か
に
も
上
下
隔
絶
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
台
湾

出
兵
の
よ
う
な
外
交
問
題
が
発
生
し
た
際
に
は
よ
り
喫
緊
の
課
題
と
し
て
日
本
国
内
の

上
下
統
一
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
人
々
が
政
治
を
自
分
事
と
す
る
必
要
が

あ
り
、
ま
た
、
政
府
に
も
公
論
を
酌
み
と
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法

は
民
選
議
院
の
他
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。 

 

（
三
） 

自
由
議
院
論
争 

 
 明

治
七
年
一
一
月
二
九
日
、
前
参
議
等
の
建
白
以
来
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
民
選
議
院
論
に

つ
い
て
「
徒
に
そ
れ
雄
弁
を
奮
て
議
院
の
立
可
き
所
以
を
論
す
る
ま
で
に
て
更
に
実
地
の

論
に
及
ば
ず
」
二
四

と
、
民
選
議
院
が
ど
う
し
て
必
要
で
あ
る
か
や
、
そ
の
功
能
ば
か
り
を

説
く
の
で
は
な
く
、
実
務
実
際
の
こ
と
に
つ
い
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す

る
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
に
前
後
し
、
新
聞
紙
上
で
は
民
選
議
院
論
や
政
体
論
な
ど
、

民
選
議
院
の
在
り
方
に
つ
い
て
論
じ
る
投
書
や
社
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し

た
中
で
現
れ
た
の
が
、
島
田
三
郎
の
「
自
由
議
院
論
」
で
あ
る
二
五

。 

島
田
は
、
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
に
掲
載
し
た
論
説
「
民
撰
議
院
餘
説
」
や
「
自
由
議
院

之
案
」
で
段
階
的
な
民
選
議
院
設
立
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
自
由
議
院
之
案
」
で

は
、
現
今
日
本
の
社
会
状
況
で
選
挙
を
行
え
ば
、
士
族
は
士
族
へ
、
平
民
は
平
民
へ
と
投

票
す
る
。
そ
れ
で
は
数
の
差
か
ら
「
民
撰
議
院
」
は
「
名
主
庄
屋
議
院
」
に
な
っ
て
し
ま

う
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
今
日
ノ
民
撰
議
院
ハ
愚
論
ノ
集
会
所
ヲ
設
ル
而
已
」

で
あ
る
と
し
、
民
選
議
院
と
は
別
に
有
志
学
者
に
よ
る
「
自
由
議
院
」
を
設
立
す
る
べ
き

だ
と
の
二
院
論
を
展
開
し
た
二
六

。
「
民
撰
議
院
」
と
「
自
由
議
院
」
と
が
親
和
し
て
一
つ

の
院
と
な
る
の
は
「
華
士
族
不
残
家
禄
ヲ
奉
還
シ
平
民
ト
労
苦
ヲ
同
ク
シ
懇
親
ノ
交
ヲ
結

ブ
ノ
後
」
で
あ
っ
て
、
五
〇
年
も
一
〇
〇
年
も
後
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。 

『
東
京
日
日
新
聞
』
に
筆
を
執
っ
て
い
た
福
地
は
、
一
二
月
一
三
日
の
社
説
で
島
田
の

自
由
議
院
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
福
地
は
自
由
議
院
論
に
つ
い
て
「
未
ダ
此
論

者
ノ
如
ク
実
際
ニ
著
目
ス
ル
ノ
篤
キ
ヲ
見
ズ
」
と
か
ね
て
よ
り
自
分
が
主
張
し
て
き
た
よ

う
な
実
際
に
渉
る
議
論
が
初
め
て
行
わ
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
考
案
に
は
不

同
意
で
あ
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。
福
地
も
ま
た
段
階
的
な
民
選
議
院
設
立
を
訴
え
て
い

た
の
だ
が
、
島
田
の
よ
う
に
身
分
別
の
議
院
を
設
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

一
村
一
町
の
民
会
か
ら
始
め
て
、
一
府
、
一
州
へ
と
広
げ
、
最
終
的
に
国
会
設
立
に
至
る

べ
き
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
自
論
を
踏
ま
え
、
福
地
は
自
由
議
院
論
へ
の
意
見
を
次

の
よ
う
に
展
開
す
る
。 

 
 

 

民
選
議
院
ノ
説
一
タ
ビ
世
上
ニ
流
布
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
是
マ
デ
無
識
ナ
リ
シ
農
商
モ
迷

夢
ノ
一
朝
ニ
覚
メ
タ
ル
如
ク
始
メ
テ
其
自
分
ノ
賤
シ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
悟
リ
始
メ
テ
権
利

ノ
保
有
ス
ベ
キ
ヲ
知
ル
者
ア
リ
テ
復
タ
昔
日
ノ
旧
習
ヲ
甘
ズ
ル
ノ
比
ニ
非
ザ
ル
者
ア

リ
於
此
乎
人
情
大
ニ
一
変
セ
リ
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
〇
民
選
議
院
ノ
説
ヲ
起
シ
タ
ル

原
因
ハ
何
等
ノ
情
実
ニ
生
ズ
ル
ト
モ
其
所
説
ノ
公
明
正
大
ナ
ル
固
ヨ
リ
青
天
白
日
ノ

如
キ
ヲ
以
テ
仮
令
尚
早
ニ
モ
セ
ヨ
愚
民
ノ
集
会
ニ
モ
セ
ヨ
今
日
ノ
勢
ニ
テ
ハ
政
府
ニ

於
テ
モ
之
ヲ
遏
止
ス
可
ラ
ズ
人
民
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
空
議
ニ
附
ス
可
ラ
ズ
唯
々
之
ヲ
実

践
ス
ル
ノ
方
法
ハ
何
ノ
遑
ヨ
リ
著
手
セ
バ
人
民
ノ
利
益
ト
成
ル
ベ
キ
カ
ヲ
注
目
ス
ル

ニ
在
ル
ノ
ミ
是
レ
吾
曹
ガ
所
見
ハ
議
院
家
ニ
異
ナ
リ
小
ヨ
リ
大
ニ
及
ボ
サ
ン
コ
ト
ヲ

謀
リ
テ
邑
市
ノ
民
会
ヲ
急
ニ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
原
因
ナ
リ
二
七 

 
 

民
選
議
院
の
要
求
は
、
確
か
に
一
部
の
人
々
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
、
日
本
人
の
総
意

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
「
無
識
」
で
あ
っ
た
人
々
も
自
分

に
権
利
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
旧
習
を
打
破
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
に
せ
よ
、
民
選
議
院
論
が
公
明
正
大
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
尚
早
」
で
あ
ろ
う
が
「
愚
民
ノ
集
会
」
に
な
ろ
う
が

こ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
。
福
地
は
民
選
議
院
を
あ
く
ま
で
「
日
本
全
州

ノ
人
民
」
で
議
論
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
に
、
平
民
を
愚
者
と
切
り
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捨
て
、
士
族
の
み
で
議
院
を
設
立
す
る
べ
き
だ
と
す
る
自
由
議
院
論
に
反
対
し
た
の
で
あ

る
二
八

。 
ま
た
、
自
由
議
院
論
へ
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
同
一
五
日
に
は
開
化
堂
主
人
の
名
で
『
日

新
真
事
誌
』
に
士
族
会
館
議
院
（
自
由
議
院
）
設
立
を
呼
び
か
け
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
島
田
の
論
と
同
様
「
華
族
既
ニ
立
ツ
我
族
之
ニ
次
テ
而
テ
遂
ニ
三
民

に
及
ホ
シ
然
後
其
宜
ヲ
裁
セ
ハ
乃
純
然
タ
ル
眞
ノ
民
撰
議
院
ヲ
立
ツ
ル
ノ
一
大
基
礎
ニ

シ
テ
牢
固
動
カ
ス
可
ラ
サ
ル
ヤ
二
九

」
と
段
階
的
な
民
選
議
院
設
立
が
説
か
れ
て
い
る
。「
華

族
既
ニ
立
ツ
」
と
は
、
同
年
六
月
に
永
田
町
で
設
立
さ
れ
た
「
華
族
会
館
」
を
指
す
も
の

だ
ろ
う
。 

開
化
堂
主
人
の
投
書
に
対
し
て
、
同
一
九
日
『
日
新
真
事
誌
』
に
答
議
「
開
化
堂
主
人

先
生
ニ
復
ス
ル
ノ
書
」
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
士
族
会
館
の
よ
う
な
偏
狭
な
集
ま
り

を
興
す
の
で
は
な
く
、
共
存
同
衆
の
よ
う
に
身
分
問
わ
ず
人
を
集
め
る
べ
き
で
あ
る
と
諭

す
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
無
識
の
平
民
を
選
挙
人
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
早
期
民
選
議
院
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
士
族
中
心
的
な
論
者
が
出
現
す
る
一
方
で
、
そ
の
よ
う
に
身
分
間
の
対
立

を
深
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
識
を
持
つ
者
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
議

論
は
「
誰
に
選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
代
わ
り
、
第
二
次
民
撰
議
院
論

争
へ
と
発
展
し
て
い
く
。 

  

お
わ
り
に 

 

牧
原
氏
は
明
治
七
年
を
「
論
争
元
年
」
と
称
す
べ
き
年
と
し
、
こ
の
年
に
は
建
白
書
が

前
年
比
二
倍
以
上
に
増
加
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
三
〇

。
民
選
議
院
論
争
の
他
に
も
、

火
葬
禁
止
令
や
徴
兵
制
な
ど
明
治
政
府
の
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
が
多
く
展
開
さ
れ
た
年

で
あ
っ
た
。 

こ
の
頃
、
議
論
の
中
心
は
新
聞
を
読
み
、
自
身
の
考
え
を
綴
る
だ
け
の
識
字
能
力
を
有

し
た
華
士
族
で
あ
る
。
未
だ
教
育
が
行
き
届
い
て
い
な
い
と
さ
れ
る
庶
民
は
蚊
帳
の
外
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
時
期
尚
早
論
や
自
由
議
院
論
な
ど
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ

う
し
た
状
況
下
に
も
、
一
二
月
九
日
『
日
新
真
事
誌
』
投
書
の
よ
う
に
、
平
民
に
対
し
て

民
選
議
院
の
必
要
性
を
説
く
者
も
見
ら
れ
た
。
同
投
書
は
、
現
行
法
三
一

に
お
い
て
同
じ
罪

状
で
あ
っ
て
も
華
士
族
と
平
民
と
で
刑
罰
に
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
自
分

た
ち
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
百
姓
も
、
自
分
た
ち
の
代
議
士
を
選
び
、
民
選
議
院
へ
と

輩
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
二
月
二
日
『
朝
野
新
聞
』

に
寄
せ
ら
れ
た
投
書
に
は
「
農
税
ノ
重
斂
ナ
ル
」
こ
と
が
民
権
を
育
て
、
議
院
を
興
す
妨

げ
と
な
っ
て
い
る
と
の
見
解
も
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
七
年
、
民
選
議
院
論
争
が
長
く
形

を
変
え
な
が
ら
続
く
な
か
で
議
論
が
広
が
っ
た
結
果
で
あ
る
だ
ろ
う
。
一
般
に
、
自
由
民

権
運
動
が
大
衆
へ
と
波
及
す
る
の
は
明
治
一
三
年
の
国
会
請
願
運
動
か
ら
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
一
部
で
は
既
に
、
士
族
以
外
の
人
々
に
目
を
向
け
、
人
々
が

被
る
不
利
益
の
是
正
と
い
う
観
点
か
ら
民
選
議
院
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

以
上
、
本
稿
で
は
明
治
七
年
代
に
新
聞
紙
上
で
展
開
さ
れ
た
民
選
議
院
論
争
を
整
理
し

て
き
た
。
大
筋
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
細
か
な
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
て
い

な
い
。
投
書
や
論
説
を
記
し
た
各
人
の
思
想
的
背
景
や
論
争
の
焦
点
な
ど
、
考
証
の
余
地

は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
く
み
た
み
さ 

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
学
芸
員
） 
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註 一 
 

稲
田
雅
洋
『
自
由
民
権
の
文
化
史
―
新
し
い
政
治
文
化
の
誕
生
』
二
〇
〇
〇
年
、
筑
摩
書
房
、

一
四
九
頁
。 

二 
 

田
崎
哲
郎
「
民
選
議
院
論
争
」『
近
代
日
本
思
想
』、
青
木
書
店
、
一
九
六
三
年
、
一
四
頁
。 

三 
 

松
岡
僖
一
「
第
二
次
民
選
議
院
論
争
―
士
族
民
権
と
は
何
か
―
」
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀

要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
二
年
、
三
七
頁
。 

四 
 

不
恤
緯
「
投
書
」『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
一
月
二
三
日
、『
東
京
日
日
新
聞
』
四
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
、
四
九
頁
。 

五 
 
 

谷
中
潜
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
七
年
一
月
二
六
日
、『
日
新
真
事
誌
』
同
二
七
日
、『
複
製

版 

日
新
真
事
誌
』
四
、
株
式
会
社
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
、
二
五
四
頁
。 

六 
 

民
撰
議
院
設
立
建
白
某
等
「
投
書
」『
日
新
真
事
誌
』
一
月
二
八
日
、
前
掲
二
五
九
頁
。 

七 
 

加
藤
弘
之
「
江
湖
叢
談
」『
東
京
日
日
新
聞
』
二
月
二
日
、
前
掲
書
七
五
頁
。 

八 
 

板
垣
退
助
・
後
藤
象
二
郎
・
副
島
種
臣
「
対
問
」『
日
新
真
事
誌
』
二
月
二
〇
日
、
前
掲
三
六

五
頁
。 

九 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
稲
田
氏
は
旧
来
の
人
智
主
義
に
支
え
ら
れ
た
考
え
方
で
あ
り
、
「
彼
ら
の

民
選
議
院
の
思
想
的
な
レ
ベ
ル
が
、
ま
さ
に
語
る
に
落
ち
た
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
（『
自
由
民
権
運
動
の
系
譜
―
近
代
日
本
の
言
論
の
力
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
七

九
―
八
〇
頁
）。 

一
〇 

 

馬
城
台
二
郎
「
投
書
」『
東
京
日
日
新
聞
』
二
月
一
七
日
、
前
掲
書
一
一
四
頁
。 

一
一 

「
地
方
官
会
議
開
設
ニ
付
議
院
憲
法
議
院
規
則
凡
例
ヲ
定
ム
」
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア

ー
カ
イ
ブ
（h

ttp
s://w

w
w

.d
ig

ital.arch
ives.g

o
.jp

/item
/4

1
5

0
1

1
3

）。 

一
二 

 

依
田
百
川
『
郵
便
報
知
新
聞
』
五
月
七
日
、
会
議
所
建
議
『
復
刻
版
・
郵
便
報
知
新
聞
』
第

一
期
第
三
巻
、
柏
書
房
株
式
会
社
、
一
九
八
九
年
、
二
二
一
頁
。 

一
三 

 

池
田
真
歩
「〈
富
商
の
会
議
体
〉
か
ら
〈
言
論
人
の
議
会
〉
へ
―
明
治
初
年
の
江
戸
町
会
所
・

東
京
会
議
所
・
東
京
府
会
」『
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
五
七
（
二
）
、
二
〇
二
一
年
。 

一
四 

 

論
説
『
日
新
真
事
誌
』
五
月
八
日
、『
複
製
版 

日
新
真
事
誌
』
五
、
株
式
会
社
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
五
年
、
一
七
四
頁
。 

一
五 

 

馬
城
某
「
投
書
」『
日
新
真
事
誌
』
七
月
一
三
日
、
同
前
、
四
九
一
頁
。 

一
六 

「
立
法
権
ハ
断
然
行
政
権
ト
分
置
シ
互
ニ
其
権
限
ヲ
冒
サ
シ
メ
ズ
以
テ
大
ニ
法
制
ノ
可
否
得

失
ヲ
議
シ
今
一
層
ノ
改
正
ヲ
企
起
ス
ル
ニ
在
リ
」
馬
城
台
二
郎
「
投
書
」
、
『
日
新
真
事
誌
』

二
月
二
七
日
、
前
掲
書
一
四
六
頁
。 

一
七 

 

吉
浦
某
『
郵
便
報
知
新
聞
』
五
月
一
四
日
、
投
書
、
前
掲
書
二
三
四
頁
。 

一
八 

「
明
治
七
年
兵
庫
県
二
六
六
号
」
告
示
、『
東
京
日
日
新
聞
』
六
月
一
四
日
、
前
掲
書
三
五
九

頁
。 

一
九 

『
日
新
真
事
誌
』
六
月
一
五
日
、
県
新
聞
、
前
掲
書
三
五
九
頁
。 

二
〇 

 

人
見
義
同
、
投
書
『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
〇
月
一
九
日
、『
復
刻
版
・
郵
便
報
知
新
聞
』
第
四

巻
、
柏
書
房
株
式
会
社
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
八
頁
。 

二
一 

 

立
花
光
臣
「
擬
住
仁
安
書
第
六
号 

民
撰
議
院
」『
日
新
真
事
誌
』
八
月
二
九
日
、『
復
刻
版

日
新
真
事
誌
』
六
、
株
式
会
社
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
、
一
三
八
頁
。 

二
二 

 

猫
尾
道
人
「
建
議
の
害
を
論
す
る
の
説
」『
郵
便
報
知
新
聞
』
九
月
七
日
、
前
掲
一
二
八
頁
。 

二
三 

 

南
海
道
之
漁
殳
投
書
『
日
新
真
事
誌
』
一
〇
月
二
七
日
、
前
掲
書
四
一
四
頁
。 

二
四 

 

狗
頭
道
人
（
福
地
源
一
郎
か
）
投
書
『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
一
月
二
九
日
、
前
掲
二
八
二
頁
。 

二
五 

 

福
井
淳
「「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
の
研
究
」『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
八
編
、
二
〇
一

三
年
、
一
八
七
頁
。 

二
六 

 

茜
山
逸
史
「
自
由
議
院
之
案
」『
横
浜
毎
日
新
聞
』
一
二
月
一
一
日
、
論
説
、『
復
刻
版 

横

浜
毎
日
新
聞
』
第
九
巻
、
不
二
出
版
、
一
九
八
九
年
、
三
四
一
頁
。 

二
七 

『
東
京
日
日
新
聞
』
一
二
月
一
三
日
『
東
京
日
日
新
聞
』
五
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九

四
年
、
三
二
一
頁
。 

二
八 

 

團
藤
充
己
「
第
二
次
民
選
議
院
論
争
と
『
東
京
日
日
新
聞
』
―
―
そ
の
「
思
想
」
と
「
表
現
」

の
両
側
面
か
ら
」『
年
報
日
本
思
想
史
』
一
四
号
、
二
〇
一
五
年
。 

二
九 

 

開
化
堂
主
人
投
書
『
日
新
真
事
誌
』
一
二
月
一
五
日
『
複
製
版 

日
新
真
事
誌
』
七
、
ぺ
り

か
ん
社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
九
頁
。 

三
〇 

 
牧
原
憲
夫
『
明
治
七
年
の
大
論
争
―
建
白
書
か
ら
見
た
近
代
国
家
と
民
衆
』
日
本
経
済
評
論

社
、
一
九
九
〇
年
。 

三
一 

 

明
治
六
年
『
改
定
律
例
』
に
も
「
凡
華
族
過
誤
失
錯
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
華
族
贖
罪
例
圖
ニ
照

シ
テ
贖
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス
。
其
私
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
士
族
ノ
法
ニ
同
シ
。」（
第
十
二
条
）「
凡
士
族

罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
」
「
一
体
ニ
禁
錮
ニ
処
ス
」
「
罪
科
未
タ
定
ラ
サ
ル
者
ハ
監
倉
ニ
入
レ
平
民
ト
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別
異
ス
」（
第
十
三
条
）
と
い
う
よ
う
に
身
分
に
よ
っ
て
刑
罰
に
差
が
あ
っ
た
（
国
立
公
文
書

館
蔵
『
改
定
律
例
』h

ttp
s://w

w
w

.d
ig

ital.arch
ives.g

o
.jp

/im
g

/4
9

8
2

0
6

1

）。 
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月
日

七
月
三
日

七
月
四
日

七
月
一
三
日

七
月
三
〇
日

八
月
二
日

八
月
六
日

八
月
一
二
日

八
月
二
〇
日

八
月
二
二
日

八
月
二
九
日

八
月
三
〇
日

九
月
三
日

九
月
四
日

九
月
五
日

九
月
六
日

掲
載
紙

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

種
別

投
書

投
書

投
書

本
県
新
聞

投
書

投
書

投
書

答
議

投
書

投
書

投
書

投
書

投
書

論
説

投
書

筆
名

馬
城
某

中
島
信
行

愛
松
子

立
花
光
臣

頑
固
老
翁

晴
川
閣

内
海
直
質

立
花
光
臣

磊
々
館
主
人

天
山
遁
者

立
花
光
臣

立
花
光
臣

標
題

（
内
容

）

島
根
県
足
達
孫
兵
衛
の

「
仮
衆
議
所
に
付
建
白

」
を
取
り
上
げ
る

一
日
朋
友
来
り
談
し
地
方
会
議
の
事
に
及
ふ

地
方
官
は
行
政
官
で
あ

っ
て
立
法
議
員
で
あ
る
べ
き
人
民
の
代
議
人
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い

（
附
・
民
撰
議
院
ノ
議
ニ
付
建
言
書

）

本
県
管
下
各
戸
長
へ
令
公
よ
り
告
諭
せ
ら
れ
し
書

（
友
人
の
手
に
な
る
人
民
の
公
選
に
よ
る
議
員
の
召
集
を
求
め
る
建
言
書
を

「
陳
腐
頑

固

」
な
も
の
と
し
て
紹
介

）

擬
住
仁
安
書
第
四
号
下

（
応
さ
に
旧
参
議
氏
等
の
説
を
鳴
ら
し
以
て
一
日
も
早
く
民
撰

議
院
の
設
立
を
成
就
す
へ
く

）

（
民
意
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
説

）

（
八
月
二
日
に
明
六
雑
誌
よ
り
転
載
さ
れ
た
阪
谷
論
へ
の
反
駁

）

（
憲
法
制
定
や
民
撰
議
院
の
開
設
を
望
む

）

擬
住
仁
安
書
第
六
号

民
撰
議
院

（
「
不
可
不
建
民
撰
議
院

」
に
対
す
る
碩
石
子
の
質
問
へ
返
答

）

（
郵
便
報
知

「
四
百
四
十
一
号

」
立
花
光
臣
の

「
大
臣
ノ
責
任
ヲ
重
ク
セ
ン
為
ニ
民
撰

議
院
ヲ
設
立
ス
ベ
シ

」
論
へ
意
見

）

擬
住
仁
安
書
第
七
号

世
光

（
民
撰
議
院
論
争
の
決
着
を
望
む

）

擬
住
仁
安
書
第
八
号

専
裁
擅
制

明
治
七
年
下
半
期

民
選
議
院
に
関
す
る
投
書
一
覧

- 11 -



九
月
七
日

九
月
八
日

九
月
一
〇
日

九
月
一
三
日

九
月
一
五
日

九
月
一
六
日

九
月
一
六
日

九
月
一
八
日

九
月
一
九
日

九
月
二
五
日

一
〇
月
六
日

一
〇
月
九
日

一
〇
月
一
九
日

一
〇
月
二
四
日

一
〇
月
二
七
日

一
〇
月
三
〇
日

一
〇
月
三
一
日

一
〇
月

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

横
浜
毎
日
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

明
六
雑
誌

論
説

答
議

投
書

投
書

投
書

新
聞
評
読
会

録
事

諸
方
寄
書

投
書

弁
駁

投
書

江
湖
雑
聞

投
書

投
書

投
書

投
書

投
書

投
書

一
九
号

猫
尾
道
人

馬
城
　
某

銀
巷
の
梅
生

奥
仁
　
小
振

馬
城
台
二
郎

阪
崎
斌

山
田
改
一

石
田
眞
平

唐
華
陽

富
山
永
井

人
見
義
同

南
海
道
之
漁
殳

浅
岡
一

多
々
良
直
臣

神
田
孝
平

建
議
の
害
を
論
す
る
の
説

（
天
山
遁
者
に
よ
る
立
花
光
臣

「
民
撰
議
院

」
へ
の
異
論
に
対
す
る
意
見

）

（
欧
行
せ
し
人
の
譚
に
曰
欧
米
諸
州
第
政
府
の
下
ハ
小
政
府
な
く
し
て
必
す
人
民
会
議

所
あ
り

）

（
立
花
光
臣

「
専
裁
擅
制

」
に
対
す
る
意
見

）

（
『
民
撰
議
院
集
説

』
の
粗
末
さ
を
批
判

）

民
選
議
院
尚
早
し
と
云
々
開
化
の
程
度
何
分
其
期
と
す
る
や

増
テ
民
撰
議
院
デ
モ
開
キ
シ
暁
ハ
何
等
ノ
問
題
カ
出
ル
モ
知
レ
ズ

（
人
々
に

、
明
六
雑
誌
掲
載
阪
谷
の

「
民
撰
議
院
疑
問

」
へ
の
回
答
を
依
頼

）

（
日
新
真
事
誌
第
三
周
年
六
十
号
磔
川
投
書
へ
の
批
判

）

民
選
議
院
可
設
立
ノ
議

〇
宮
城
県
各
大
区
会
議
章
程

（
「
皇
国
ヲ
シ
テ
独
立
不
羈
ノ
大
摸
ヲ
立
テ
シ
ム
ル

」
た
め
に
は
民
選
議
院
が
必
要

）

（
民
撰
議
院
の
設
な
く
は
其
国
開
明
と
称
す
へ
か
ら
す

）

小
田
県
区
会
議
論
書
ヲ
読
ミ
テ

（
民
撰
議
院
設
立
は
急
務
で
あ
る

）

君
主
擅
制
ノ
弊
害
ヲ
論
ス
政
体
ヲ
改
テ
君
民
同
治
ト
為
サ
ン
ト
ヲ
謹
ス

（
立
花
光
臣
門
下
生
が
加
藤
弘
之
の
免
職
の
噂
を
喜
ん
で
知
ら
せ
に
き
た
こ
と
に
つ
い

て

）

民
選
議
院
ノ
時
未
タ
到
ラ
サ
ル
ノ
論

- 12 -



一
〇
月

一
〇
月

一
一
月
七
日

一
一
月
八
日

一
一
月
九
日

一
一
月
一
五
日

一
一
月
一
六
日

一
一
月
一
九
日

一
一
月
一
九
日

一
一
月
二
〇
日

一
一
月
二
五
日

一
一
月
二
九
日

一
二
月
一
日

一
二
月
二
日

一
二
月
三
日

一
二
月
四
日

一
二
月
四
日

明
六
雑
誌

明
六
雑
誌

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

東
京
日
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

朝
野
新
聞

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

二
七
号

二
八
号

投
書

県
新
聞

投
書

投
書

投
書

投
書

論
説

投
書

論
説

投
書

論
説

投
書

寄
書

投
書

投
書

阪
谷
　
素

阪
谷
　
素

竹
川
狂
夫

驥
尾

（
千
里

）

東
洋
航
客

稲
香
頓
叟
眞
逸

一
釣
徒

仁
田
友
造

乾
坤
廬
主
人

狗
頭
道
人

茜
山
逸
史

江
口
高
邦

東
京
平
民

海
野
操
造

狗
頭
道
人

民
撰
議
院
変
則
論
　
一
月
十
六
日
演
説

民
撰
議
院
変
則
論
　
一
月
十
六
日
演
説

（
猫
尾
道
人
民
撰
議
院
の
駁
論
を
評
価

）

（
民
選
議
院
設
立
が
叶
う
時
節
と
い
う
の
は
喜
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い

）

（
人
民
の
独
立

、
議
院
の
成
功
の
た
め
に
は
ま
ず
人
々
が
品
行
方
正
で
あ
る
必
要
が
あ

る
と
建
白
者
や
民
権
家
へ
忠
告

）

日
本
人
民
ハ
蛆
蟲
に
劣
る
説

民
撰
議
院
ハ
本
日
の
急
務
一
日
も
あ
る
べ
く
し
て
無
る
べ
か
ら
ざ
る

民
選
議
院
ニ
非
レ
ハ
国
憲
一
定
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
論

民
撰
議
院
設
立
ニ
付

（
小
議
院
ヲ
先
ニ
シ
漸
ク
以
テ
大
議
院
ニ
及
ボ
サ
ン
ト
志
サ
ス

）

太
平
餘
第
二
篇

〇
日
新
真
事
誌
第
百
五
十
五
号
掲
載
岸
田
吟
香
ら
の
内
務
省
上
書
へ
の
意
見

（
民
撰
議
院
に
つ
い
て
実
務
実
際
の
こ
と
に
つ
い
て
議
論
を
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な

い

）

民
撰
議
院
餘
説

民
権

、
議
院
に
就
て

（
民
権
を
育
て
る
た
め
に
は
ま
ず
減
税
し
困
窮
を
救
う
こ
と
が
必

要
と
説
く

）

（
東
京
の
会
議
所
に
つ
い
て
意
見

）

民
撰
議
院
ヲ
設
立
セ
ス
是
則
人
民
ヲ
苦
役
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
人
民
ニ
人
権
ヲ
與
フ
ル
ヲ

知
ラ
サ
ル

（
民
選
議
院
に
つ
い
て
口
先
で
其
功
能
を
論
す
る
ば
か
り
で
は
な
く

、
民
間
実
際
に
あ

た

っ
て
の
議
論
を
す
る
べ
き

）
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一
二
月
五
日

一
二
月
五
日

一
二
月
五
日

一
二
月
五
日

一
二
月
六
日

一
二
月
六
日

一
二
月
七
日

一
二
月
七
日

一
二
月
八
日

一
二
月
八
日

一
二
月
九
日

一
二
月
九
日

一
二
月
一
〇
日

一
二
月
一
一
日

一
二
月
一
三
日

一
二
月
一
五
日

一
二
月
一
六
日

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

東
京
日
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

東
京
日
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

東
京
日
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

東
京
日
日
新
聞

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

論
説

投
書

投
書

社
説

投
書

投
書

投
書

社
説

投
書

社
説

投
書

投
書

投
書

論
説

社
説

投
書

投
書

半
塲
生

訥
庵
閑
人

半
塲
生

鼎
堂

海
野
操
造

半
塲
生

半
塲
生

五
十
槻
廻
屋
主
人

狗
頭
道
人

茜
山
逸
史

開
化
堂
主
人

天
然

民
撰
議
院
ノ
設
ケ
至
要
ナ
ル

政
体
論

天
下
悉
く
睡
る
論

民
権
論

（
民
権
を
恢
復
せ
ん
事
の
企
て

）

政
体
論
前
号
の
続
き

民
撰
議
院
論

（
矢
口

「
太
平
餘
論

」
の

「
不
得
已

」
へ
の
言
及

、
民
撰
議
院
の
一
大
緊
要
な
る
を
説

く

）

民
撰
議
院
ノ
必
要

（
民
権
を
守
り

、
増
税
や
土
地
の
没
収
を
防
ぐ
た
め
に
民
撰
議
院
が

必
要
で
あ
る
と
の
論

）

政
体
論
之
二

東
京
会
議
所
ヲ
民
会
ニ
セ
ン
事
ヲ
望
ム

（
東
京
市
中
の
有
産
人
民
を
喚
起
し
前
日
よ
り

以
来
繰
返
し
て
論
じ
た
る
民
会
の
事
を
議
せ
ん
と
欲
す

）

政
体
論
之
二
前
号
の
続
き

（
「
新
律
綱
領

」
で
華
士
族
と
平
民
で
刑
罰
に
差
が
あ
る
こ
と
に
触
れ

、

「
百
姓
タ
チ

各
々
モ
其
区
ノ
代
議
士
ヲ
選

」
ん
で
代
表
者
を
出
し
た

「
民
撰
議
院

」
が
必
要
で
あ
る

と
説
く

）

民
選
議
院
初
ら
ハ
第
一
着
民
費
分
賦
の
大
略
ハ
我
等
既
に
前
書
に
説
き
た
り
今
茲
に
我

邦
に
無
く
て
ハ
な
ら
さ
る
民
間
に
あ
り
て
尤
も
大
切
な
る
事
件
を
説
き
出
さ
ん
と
す

自
由
議
院
之
案

横
浜
毎
日
新
聞
ノ
自
由
議
院
論
ヲ
駁
ス

（
横
浜
毎
日
新
聞
一
二
月
一
一
日
掲
載

「
自
由

議
院
之
案

」
に
つ
い
て

、
評
価
す
る
が
不
協
同
で
あ
る

）

士
族
会
館
議
院

（
自
由
議
院

）
設
立
の
呼
び
か
け

（
万
全
の
利
小
不
便
を
以
て
か
之
を
興
さ
ゞ
る
者
有
焉
乃
民
選
議
院
是
也

）
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一
二
月
一
六
日

一
二
月
一
七
日

一
二
月
一
九
日

一
二
月
一
九
日

一
二
月
二
〇
日

一
二
月
二
〇
日

一
二
月
二
三
日

一
二
月
二
四
日

一
二
月
二
四
日

一
二
月
二
五
日

東
京
日
日
新
聞

横
浜
毎
日
新
聞

日
新
真
事
誌

東
京
日
日
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

日
新
真
事
誌

郵
便
報
知
新
聞

郵
便
報
知
新
聞

社
説

論
説

答
議

社
説

投
書

答
議

答
議

投
書

投
書

投
書

茜
山
逸
史

主
権
閣
主
人

光
頭
野
夫

開
化
堂
主
人

不
言
生

無
夜
見
想
像

天
外
如
来

天
外
如
来

地
方
官
会
議
ノ
立
消
ヲ
論
ズ

（
い
つ
の
間
に
か
消
沈
し
た
地
方
官
会
議
の
議
論
に
つ
い

て

）

自
由
議
院
之
再
案

開
化
堂
先
生
ニ
復
ス
ル
ノ
書

（
平
民
と
士
族
を
隔
絶
す
べ
き
で
は
な
い

）

十
三
日
社
説
ノ
続
キ

（
自
由
議
院
に
つ
い
て

）

（
人
民
の
不
平
を
解
消
す
る
策
は
出
版
談
論
の
自
由
を
許
し

、
民
選
議
院
を
開
く
こ
と

で
あ
る

）

主
権
閣
主
人
へ
返
答

日
新
真
事
誌
第
三
周
年
百
八
十
一
号
掲
載
開
化
堂
主
人

「
自
由
議
院
設
立
ノ
議

」
に
賛

成（
民
撰
議
院
が
な
く
と
も
政
治
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る

、
虚
構
に
拘
泥
し
て
実
を
論

じ
な
い
の
は
本
末
転
倒
で
は
な
い
か

。

）

政
体
論

政
体
論
前
号
の
続
き

※
六
月
以
前
の
記
事
に
つ
い
て
は
中
嶋
久
人

「
『
日
新
真
事
誌

』
と
民
撰
議
院
論
争
―

外
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

「
民
主
化

」
―

」
『
自
由
民
権

』
一
三
号

（
町
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館

、
平

成
一
二
年

）
「
明
治
七
年
上
半
期
 

府
下
諸
新
聞
に
お
け
る
民
撰
議
院
関
係
言
説
一
覧

」
に
詳
し
い

。
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